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若者の選挙投票率の向上 
～より良い社会の実現に向けて～ 

 

グループ名（溝渕若者選挙） 
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Motomasa）・渡邉 希(Watanabe Nozomu) 

（同志社大学 商学部 商学科） 

キーワード：回帰分析 
 

1. はじめに 

近年、日本では若者の投票率が低下しており、社

会的な課題となっている。総務省のデータによる

と、20代の投票率は他の年代に比べて低く、その

差は年々広がっている。この状況が続くと、政治

が特定の世代の意見に偏り、若者の声が反映され

にくくなる恐れがある。 

 本研究では、この「若者の投票率低下」に注目し、

年代別の投票率データを用いてその推移を分析す

る。Pythonを活用してデータを可視化することで、

どの世代でどのような変化が起きているのかを明

らかにし、若者の政治参加を促すための手がかり

を探ることを目的とする。 

 
図１ 国政選挙における年齢別投票率の推移 

 

 

2. 背景 

 近年の国政選挙では、若者の投票率のが顕著に

みられる。総務省や各自治体が公表している年代

別投票率のデータによると、20代の投票率は他

の年代に比べて大きく下回っている。たとえば、

2024年（令和 6年）の衆議院議員総選挙では、

複数の自治体で 18～19歳の投票率が 30〜40％前

後、20代が 20〜30％台にとどまった一方で、60

代以上では 60〜70％台を維持していることが確

認されている。 

 このように、若年層の投票率は全体の平均を大

きく下回る傾向にあり、特に 20代前半では「3

人に 1人も投票していない」という状況が続いて

いる。選挙権年齢が 18歳に引き下げられて以降

もこの傾向は改善されておらず、若者の政治参加

の促進が依然として重要な課題となっている。 

 

 図 2 年代別投票率の推移 

 

 3. 分析結果 

 本研究では、若者の投票行動に影響を与える要

因を明らかにすることを目的として、大学生を中

心とした 1900名の調査データを用いて重回帰分

析を実施した。従属変数は「投票行動

（voting）」とし、説明変数として年齢、性別、

親の投票有無、政治や社会に関する授業の受講経

験など 14項目を設定した。モデル全体は統計的

に有意であり（F=10.74, p<0.001）、一定の説明

力を持つものの、決定係数（R²=0.074）はやや低

く、投票行動を完全に説明するには他の要因も考

慮する必要がある。 

 分析の結果、最も強い影響を与えていたのは

「親の投票行動」であり（係数=0.2389, 

p<0.001）、親が選挙に参加しているか否かが、

子ども自身の投票行動に大きく関与していること

が示された。これは、家庭内での政治的対話や親

の行動を通じた政治的社会化の重要性を示唆する
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ものである。また、「日本の将来を考える授業」

の受講も有意な正の影響を持ち（係数=0.1711, 

p=0.004）、自身の将来や社会課題について主体

的に考える教育が、投票行動を促進する可能性が

あることが示された。 

 一方で、選挙制度や違反行為に関する授業、模

擬投票、討論形式の授業などは有意な影響を示さ

ず、形式的な知識の伝達よりも、「自分ごと」と

して政治や社会に向き合う体験が重要であること

が示唆された。また、年齢には有意な負の影響が

あり（係数=-0.013, p=0.023）、年齢が上がるほ

どわずかに投票意欲が低下する傾向が確認され

た。性別にも有意な影響があり（係数=-0.0717, 

p=0.001）、投票行動には性差が存在する可能性

がある。 

 以上の結果を総合すると、若者の投票率向上に

は、家庭内での政治的コミュニケーションの活性

化と、自身の将来や社会課題に関心を持たせる教

育的アプローチの導入が効果的であると考えられ

る。政策的には、家庭と連携した市民教育の推進

や、実生活と政治をつなげる実践的な学習機会の

拡充が求められる。 

4．施策提案 

施策 A：「大学キャンパスにおける期日前投票の促

進」 

分析の結果、年齢が上がるほど投票意欲がやや低

下する傾向が確認された。特に大学生世代では、

政治への関心は一定程度あるものの、実際の行動

に結びつきにくいことが課題として浮かび上がっ

た。これは、投票に行く時間や場所の確保が難し

いこと、また日常生活の中で政治を意識する機会

が少ないことが要因の一つと考えられる。 こうし

た背景を踏まえ、大学キャンパス内に臨時の期日

前投票所を設置する施策を提案する。学生が授業

の合間や昼休みに利用できる環境を整えることで、

投票の行動コストを大きく下げることができる。

また、大学の公式サイトや LINEなどを通じて、期

日前投票の日時や場所を分かりやすく知らせるこ

とで、学生が自分の予定に合わせて投票を計画し

やすくなる。これにより、投票を生活の一部とし

て自然に組み込めるようになり、若者層の投票率

向上が期待できる。 

 施策 B：「家庭内での投票計画共有の推進」 

本研究の重回帰分析では、親の投票行動が子ども

の投票参加に最も強い影響を与えていることが明

らかになった。親が積極的に選挙に関わる家庭で

は、子どもも投票を自分に関係のある行為として

認識しやすくなる。 この結果を踏まえ、家庭の中

で投票を自然に話題にできる仕組みづくりが重要

である。具体的には、選挙前の週に学校や大学を

通して投票計画シートを保護者向けに配布し、家

族の中で「いつ・どこで投票するか」を簡単に共

有してもらう。この取り組みにより、家庭内で投

票行動を可視化し、子どもが親の姿勢を身近に感

じられるようになる。親の行動が子どもの社会的

学習につながり、政治参加への意識形成を促す効

果が期待される。 
5. 終わりに 

 本研究では、若者の投票率低下の実態をデータ

分析によって明らかにし、家庭環境と教育の双方

が投票行動に影響を与えることを示した。特に、

親の投票行動や教育現場での社会的学びが若者の

投票意識を高めるうえで重要であることが確認さ

れた。その知見を踏まえて提案した二つの施策、

大学での投票環境整備と家庭内での投票計画共有

は、それぞれ「投票しやすい環境」と「投票を身

近に感じるきっかけ」を提供するものである。外

的な利便性の向上と内的な意識の醸成を同時に進

めることで、若者が政治参加を自らの行動として

捉える土壌を作ることができる。若者の投票率向

上は、世代間の政治的バランスを保ち、将来世代

の意見を社会に反映させるために不可欠である。

今後は、教育機関・家庭・行政が連携し、若者が

自らの意思を社会に伝える機会を継続的に確保し

ていくことが求められる。 
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行列も名所のうち？ 
‐京都市内の人気観光地の混雑緩和へ向けた提言‐ 

 

京都先端科学大学 岡嶋ゼミ B チーム 

〇馬田 彩花（UMADA Ayaka）・鈴木 怜菜 (SUZUKI Rena) ・野本 桃羽（NOMOTO 
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（京都先端大学経済経営学部経済学科）  

キーワード：オーバーツーリズム、混雑、分散 

 

1. はじめに 

近年、京都では外国人観光客が急激に増加して

おり、市内の至るところで観光客を目にする。2024

年の京都市の外国人観光客数は 1,088万人となっ

ており、京市民の私達も通学や買い物の際に観光

客の多さによる不便さを感じることが増えている。  

 この問題は単なる観光地の混雑に留まらず、市

民生活や都市の持続可能性にも関わる大きな課題

である。京都は国際的な観光都市として知られて

おり、観光収入は経済的に大きな意義を持つ。令

和 6年の観光消費額は１兆 9,075億円、経済波及

効果は２兆 989億円と、いずれも過去最高を記録

した令和５年から更に伸び、過去最高を更新して

いる。しかし、その裏側では地域住民の生活の質

が低下し、自然環境や歴史的景観が損なわれる危

険性もある。いわゆるオーバーツーリズムの問題

である。京都で暮らす私たちにとって、とても身

近かつ重要な問題である。 

 

2. 観光客の著しい増加による影響 

京都市内で発生している観光客の増加の問題に

ついて、ここでは主な２点に整理する。 

（1）観光地周辺の混雑 

第一に、観光地周辺の混雑は大きな課題である。

金閣寺や清水寺、伏見稲荷大社などの有名観光地

は連日多くの観光客で溢れており、市民が訪れる

余地が少なくなっている。たとえば地元の学生が

寺社で静かに参拝したいと思っても、混雑の中で

は落ち着いて過ごすことができない。京都市民に

とっての快適な日常生活や文化的体験を守るため

に、混雑の緩和は非常に重要な課題である。 

（2）公共交通機関・道路の混雑 

京都市内におけるバスの遅延や乗車困難は、市

民の通勤通学に直接的な影響を与えている。特に

市バスでは観光客の大きな手荷物による混雑が生

じている。道路の混雑の問題には四条河原町や祇

園周辺における観光客の車輌の集中による慢性的

な渋滞で市民が生活道路として利用することが困

難になっている。  

このように、オーバーツーリズムによる問題は

多岐にわたっており、京都市も対策を行ってはい

るが、成果は十分に出ていないのが現状である。

問題(2)は交通インフラの問題であり、すぐに解決

することは難しいと考え、本研究では問題(1)観光

地周辺の混雑への解決策を検討していく。  

京都市「京都観光総合調査」によると外国人観

光客は 482 万人から 1,088 万人へと約 2.25 倍に

増加している。このことからこの外国人観光客の

増加に伴う混雑の現状と課題に焦点を当てる。 

 

3. 混雑する観光地でのヒアリング調査 

 まず、外国人観光客自身が観光地の混雑や移動

の不便さをどのように受け止めているのかを聞い

た。混雑により、観光体験の満足度が下がってい

るのではないか、との仮説を立て確認していく。

「本来、観光で行きたかった場所に行くことを諦

めた」経験は、観光客にとって大きな不満となり

得る。この仮説が正しければ、観光客側にも混雑

緩和のニーズが存在することになり、政策や取組

みの方向性に活かすことができるのではないか。  

そこで、2025年 7月 21日(月祝)14時頃に金閣寺

にて、7月 29日(火)14時頃に河原町にて、道行く

観光客に声をかけ質問して、河原町で 10名、金閣

寺で 11名の合計 21名から回答を得た。主な質問

項目は以下の通りである。  

1）混雑で困っていることは？  

2）（観光地の混雑で）何で迷惑を感じたか？  

3）観光客が多いことについてどう思うか？  

4）混雑を避けるためにどんな行動をとるか？  

5）旅行で何を重視しているか？  

6）どれくらいの移動時間まで許容できるか？  

7）混雑により予定変更はあるか？  

8）混雑により観光満足度はどう変化したか？ 

  

4. 調査結果から考えられること 

 まず質問 1「混雑で困っていることは？」に

は、21名中 8名(約 38%）の外国人観光客が「特

に困ったことはない」と回答した。質問 2「何で

迷惑を感じたか？」でも「あまり迷惑を感じなか

った」という回答が 4割を占め、観光客自身は混

雑にある程度慣れている、あるいは受け入れてい

る様子がうかがえた。一方で、質問 3「観光客が
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多いことについて」では、8割程度が「混雑は問

題である」と答えており、観光体験の妨げになっ

ていると考える人は多い。質問 8「混雑によって

観光の満足度はどう変わったか？」には、多くの

観光客が「特に変わらない」と答えた。多くの外

国人観光客は混雑に対して大きな不満は感じてい

ないものの、混雑は問題と認識している。 質問

4「混雑を避けるための行動」では、半数近くの

観光客が早朝や夕方に時間帯をずらして訪問して

おり、一定の分散行動が取られていることが明ら

かになった。しかし、この結果から「時間をずら

すだけでは混雑緩和の効果は十分ではないのでは

ないか」という新たな仮説も生まれた。  

質問 5「旅行で重視すること」では、文化や食

べ物、現地の人との交流など、回答は多様だっ

た。質問 6「移動時間の許容範囲」では、ほとん

どの観光客が 1時間以上は許容できると答え、必

ずしも市内に集中せず、地方にまで足を延ばすこ

とが可能であると考えられる。質問 7「混雑によ

って予定を変更したか？」では、半数の観光客が

「諦めた場所がある」と答え、混雑が実際の観光

行動に影響を与えることが確認された。 

 

5. 京都市観光 MICE 推進室へのヒアリング 

このような現状に対して、京都市が行っている

対策を知るために、京都市観光 MICE推進室へ問い

合わせをした。まず、外国人観光客の増加に伴う

混雑やマナー問題の現状、および外国人観光客へ

の対応における課題について尋ねたところ、外国

人観光客による混雑やマナー問題について、国内

観光客と比較した具体的な数値は把握しておらず、

オーバーツーリズムの問題を外国人によるもの、

日本人によるものという区別をせずに、対策や対

応を行っていく方針ということであった。  

なお、京都市観光 MICE推進室には、追加でヒア

リングを予定しており、特に効果が大きかった施

策および想定した効果が十分に得られなかった施

策等について訊き、今後の対策の方向性について

もお話を伺う予定である。これらの内容も参考に、

より実行性ある解決策を検討していく。 

 

6. 政策提言 

 聞き取り調査を通じて、課題を指摘するだけで

はなく、具体的な解決策を提案することが重要で

あると考えた。京都市もこれまでに分散観光や混

雑対策を行なっているが、十分な効果が出ていな

い。特に問題なのは、その対策が外国人観光客に

届いていない点である。たとえば、京都市は公式

サイトで分散観光を呼びかけているが、外国人観

光客の多くは SNSや旅行アプリを情報源としてお

り、市が発信している分散観光情報を知らないま

ま京都を訪れる観光客が大多数である。実際に外

国人観光客に訊いてみたところ、観光客が多いこ

とを考えて時間をずらしている人も多くいたた

め、分散に前向きな観光客も多いはずである。  

 そこで、１つ目の政策提言として、私たちは

SNSによる分散観光の発信を提案する。TikTok，

youtubeなどの外国人がよく利用している SNSで

分散観光を呼びかける。例えば「京都観光デジタ

ルマップ～Kyoto Smart Navi～（京スマ）」は、

ロッカーの空き状況やトイレの場所、人気観光地

の混雑状況などの情報を確認することができる非

常に便利なサービスであるが、知名度は低い。  

 ２つ目の提言として、人気観光地とセットで訪

れることができる分散化旅行プランを作成するサ

イトを提案する。このサイトでは、AIを活用

し、人気観光地とセットで訪れることのできる分

散化旅行プランの提案を行う。提案する分散化旅

行プランでは、場所の分散に重点を置く。  

 これらは、市の施策をより効果的にするだけで

なく、SNSや AIを活用する現代社会に通ずる新

しい取組みとなる。SNSで分散観光について知っ

てもらい、実際に分散観光をしてもらうことで、

混雑が緩和され、観光客自身の満足度が向上し、

市民生活の快適さも守られる可能性が高まる。  

 なお、課題解決に向けて忘れてはならないのは

「観光客側」と「市民側」の双方の視点を明らか

にしていくことである。混雑については、外国人

観光客はある程度受け入れているようだが、市民

側はそうではない。そこで、３つ目の提言として

外国人観光客が京都をどう思っているか、ポジテ

ィブな意見を京都市民に伝え、自由に閲覧できる

サービスを提案したい。大学生が外国人観光客に

英語でインタビューし、京都の良いところを聞

く。これによって大学生は英語の勉強にもなる。

また現在京都市の外国人観光客といえば、ニュー

スや新聞、SNSで悪い側面ばかりが目につくよう

になっている。そこで、外国人観光客が京都につ

いて知ることで京都市民の外国人観光客の見方を

変えられるのではないか。旅行の際に重視する事

の中に現地の人との交流という意見があり、この

提案は京都市民と外国人観光客の双方に利益があ

るため、持続可能な取組みとなると考える。 
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「京都アイディアベーカリー」の提案 
‐市民交流による集合知の醸成‐ 
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（MATSUMOTO Rise） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：集合知、市政参加、意見交流 

 

1. 問題意識 

全国的に市民の市政参加の機会が少ない傾向に

あるが京都市においても、市民同士が気軽に意見

交流をする場や機会が少ないことが課題となって

いる。京都市の「令和元年度第 2回市政総合アン

ケート」によると、アンケート調査を除く市政参

加制度に「参加したことがある」と回答した人は

5％を下回る。また「市政に反映される実感がわ

かない」、「意見や提案の機会を増やしてほしい」

という意見が共に約 3割であり、市政参加の機会

や意見が反映される実感、日常的に意見を共有で

きる場の不足が課題といえる。現代社会において

は「多様な視点が交わることで、単独の判断を超

える知が生まれる過程」（Surowiecki,2004)と定

義される「集合知」の形成が重視される。市民が

自由に意見を交わすことで生み出される集合知を

「市民の知」として行政が取り入れることは、政

策形成において重要であり、集合知を生み出すよ

うな新しい議論の場が求められている。 

 

2. 現状分析 

京都市には現在「パブリックコメント」、「つな

がり促進プログラム」など様々な市政参加制度が

あるが、その多くは行政側がテーマを設定し、特

定の分野や層に限定された参加となる場合が多い。

また「市長への手紙」など、誰でも意見を提出で

きる制度もあるが、意見交換や議論を通じて多様

な市民が相互に理解を深めるものではない。こう

した状況は、市民同士の自由な対話や集合知を生

み出すための場としての機能が十分に備わってい

ないことを示している。かつて京都市には、市民

がまちの将来像について議論を行う「京都市未来

づくり 100人委員会」という制度が存在した。し

かしその制度は終了しており、市民の自由な意見

交流を、まちづくりに反映できるような常設的な

対話の場は見られない。 

茅ヶ崎市では無作為に抽出された市民が集まり、

まちの課題について話し合い、そこで出された意

見を集約してまちづくりに生かす市民討議会が開

催された。山田（2023）によると、参加した人の

9 割近くが「討議を通して考えが深まった」と回

答しており、多様な人々が議論を行うことの有効

性を示している。しかし京都市では、多様な立場

の市民が自由に意見交換できる場が少なく、日常

的な気づきや経験を持ち寄り、協働して課題を発

見・解決する集合知を生み出すための新たな仕組

みを形成する必要があると考える。  

 

3. 議論の場の構築に向けて 

3-1先行事例 

集合知を生み出す議論の場の先行事例として

“Detroit SOUP”を挙げる。当事例は 2010年 2月

に米国デトロイトで立ち上げられ、NPO団体 BUILD 

Institute が運営している。この事例では応募の

際、収入や人種、事業内容等厳格な審査が設けら

れている。参加者はスープ等の食事を共にし、複

数の発表者のアイディアを聞いたうえで投票を行

い、最も支持された発表者が賞金を得る。市民同

士の意見交流を通じて地域の起業家や住民を支援

し、まちの活性化に貢献している。 

3-2実証実験 ⑴仮説の提示 

私たちは、“Detroit SOUP”の仕組みを取り入

れることで、市民がより主体的に意見やアイディ

アを発信できるようになると考える。実験心理学

者の R.Dunbar(2017)が「社交的な食事が社会的な

絆を深める上で重要な役割を果たしている」と示

しているように、共食の場は心理的ハードルを下

げ、フラットな対話を生み出す。「共食を取り入れ

た意見交流の場を設置することで、市民の主体的

な意見発信、議論が促され集合知が形成される」

という仮説を設定して実証実験を行った。 

3-3実証実験 ⑵実験の概要 

仮説検証のため 2025 年 10 月 17 日、京都市左

京区の鴨川デルタにおいて、小さな気づきやアイ

ディアの共有と意見交流および投票を行った。そ

の後、市政参加に対する意識や実験の内容に関し

てアンケート調査を実施した。参加者は計 15 名

で、うち発表者は 3名（学生 1名、社会人 2名）

であった。年齢層は 10代後半～20代後半であり、

職業は学生、フリーター、民間企業社員など多様

であった。本実験では、消費量が多くパンのまち
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として知られる京都市の特性を生かし、パン屋の

協力を得て、スープではなくパンを用意した。 

3-4実証実験 ⑶結果と発見 

  
図 1 ユーザーローカルテキストマイニングによる分析 

 

本実験では、京都市の避難場所や市民の防災意

識をテーマに議論が行われた。議論では、一人暮

らしの学生や観光客が多いという京都の特性を踏

まえ、市が防災情報をより積極的に発信すべきと

の意見が多く出た。最終的には、市民や観光客が

能動的に防災を考える仕組みを行政が整える必要

があるという結論に至った。 

 音声テキストマイニングの結果、図 1に示すよ

うに「大学生」や「先斗町」など多様なワードが

抽出され、多角的な視点が交わる中で集合知が形

成されたことが確認できた。実施後のアンケート

では、共食により心理的距離が縮まり、初対面で

も発言しやすかったという意見が得られた。 

 

4．政策提言 

4-1 政策の概要 

 実証実験を踏まえ、「京都アイディアベーカリ

ー（以下 KIB）制度」の構築を提案する。本提言

の目的は、多様な背景を持つ市民間での意見交流

を経て、集合知が生まれるような京都市の新たな

市政参加制度をつくることである。 

4-2 実施方法 

京都市文化市民局が主催し、KIB を一ヶ月に一

回開催する。運営は NPO団体に依頼し、団体の選

定は「京都市未来づくり 100人委員会」で選出さ

れた実績を持つ「特定非営利活動法人きょうとNPO

センター」に委託する。パンは、京都市と京都府

パン協同組合による自主協定のもとで調達する。

組合加盟店が月に一度パンを提供し、市は協定店

舗を広報支援する。パン組合側にとっては地域の

公共的取り組みに寄与する社会的意義のある協働

となる。また、テーマは公共的な関心に関わるも

のとし、発表内容については社会倫理に反しない

ことを確認するための簡易な事前審査を行うもの

とする。学生や社会人など多様な層が集まりやす

い場所で実施し、来場者は食事を楽しみながら発

表を聞き、意見交換を行う。その後、議論を通し

て最も行政に伝えたいと感じたアイディアに投票

する。実際の流れは図 2 の通りである。Detroit 

SOUPと異なり、投票で選ばれた意見と議論内容を

京都市に提出し、担当課がフィードバックを行う

仕組みを設ける。また、音声テキストマイニング

を活用し、発言内容を記録・分析することで、ど

のような議論過程を経てアイディアが形成された

のかを可視化する。これにより単なる結果の収集

に留まらず、議論の内容の分析が可能になる。こ

こで重視するのは、発表者のアイディアではなく、

議論を経て生み出された集合知である。 

 
 図 2 政策の流れ 

4-3政策の効果 

KIB により、いくつかの重要な効果が期待され

る。第 1に、市民の市政参加の促進である。食事

を共にしながら意見を交わすことで、従来の制度

に比べて参加への心理的ハードルを下げ、これま

で参加が難しかった層の市政参加を促す。第 2に、

テーマに制限を設けないことにより、今まで以上

に多様でかつ日常生活に根差したアイディアの共

有が見込まれる。現行制度では難しかった異なる

立場の市民間での多様な意見の交流を可能にし、

集合知の醸成につながるものである。第 3に、生

活者視点の知見を行政が把握し、フィードバック

を行うことで市民の生きた声を反映したボトムア

ップ型の政策形成の実現が可能になる。 

4-4今後の展望 

将来的に、KIBは AI分析による議論データの蓄

積を行い、市民の関心を可視化することで、京都

市の政策デザインを支える「集合知データベース」

の土台となる。これにより市民の意見の傾向や背

景をより深く理解し、政策に反映させる仕組みが

整う。集合知形成の京都モデルとして、全国に展

開することが期待される。 

 
参考文献 (最終閲覧日 2025年 10月 21日) 
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https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/record/2002205/files/
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高大連携による「若者交通会議」の提案 
‐京丹後市での高校生との連携活動を通じて‐ 

 
大谷大学野村実ゼミモビリティチーム 

○清原 康佑（KIYOHARA Kousuke）・綾部 エリキ（AYABE Eric）・酒井 理至 (SAKAI 

Masashi)・久保田 早織（KUBOTA Saori）・西山 泝那（NISIYAMA Sona） 

（大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科） 

キーワード：高大連携、地域公共交通、若者交通会議 

 

1. はじめに 

現代では地方部の交通手段が減少し続けている。

実際、2008 年から 2022 年にかけて一般路線バス

が約 2万㎞の路線が廃止されていることに伴い、

何らかの対応が必要な交通空白地が 2057 地区も

ある。さらにそのうちの 7割以上の地区が取り組

みさえ行われていない状況に陥っている。 

特に地方部では路線バスの廃止等が顕著であり、

本研究で対象地域としている京都府京丹後市でも、

近年では路線の減少や廃止が相次いでいる。2024

年度から連携して活動を行っている丹後緑風高校

網野学舎の所在する同市網野町では、バスの廃止

代替以後に AI オンデマンド交通が導入されたが、

私たちの行ってきたフィールドワークからは「学

校の始業時間に間に合わない」や「土休日の運行

がないため困る」という課題が得られた。 

高齢者の交通弱者が問題として、取り上げられ

るが、若者も交通弱者になりうると考える。高校

生が利用する交通機関、バス廃線や電車のダイヤ

の問題などの声は必ずしも市役所等に届きやすい

仕組みがあるとはいえないこともわかった。実際、

地元の高校生たちとの意見交換でも、「これまでは

（公共交通について）声を伝える機会がなかった」

との意見が得られている。 

そこで本研究では、若者視点から地域の公共交

通に関わる多様な意見を述べられる場として、「若

者交通会議」を提案する。具体的には、自治体や

議員などの政策に携わる立場の人々と、高校生な

どの若者が公共交通をテーマに対話する場である。

こうした場の創出を通じて、政策形成に関わる

人々と、移動に課題を抱える若者とが相互に理解

や信頼を深めていくことが期待される。 

 

2. 先行研究の整理 
 若者の移動手段について、たとえば田中(2025）

は、公共交通が不便な地方では、高齢者だけでな

く学生も交通弱者であると述べている。浜田市の

事例では、住みやすい地域作りについて若者自身

が考え、議員の方に政策提言をする仕組み作りが

出来ている。2023年に任期が終了して、解散した

がメンバーが自主的に新団体を立ち上げ、仕組み

は継続している。 

 このように若者の意見が政策に反映されないこ

とが地方部で起こっている。若者の公共交通の意

見が反映されない要因としては、市役所や議員に

直接意見を言える機会が存在しないことなどが原

因であると考えられる。若者が政策を提案するよ

うな機会づくりは、高校生が主体となり機会を作

成することは難しいと考えられる。そこで、大学

生が参加することで、高校生、市役所、議員のつ

なぎ役になると考えられる。 

 逢（2022）は鉄道事業者と大学との連携の事例

から、持続的な関係人口の獲得につながるような

仕掛け作りが必要となることを指摘する。こうし

た指摘から、大学生や高校生が公共交通に主体的

に参画し、若者視点からの発信力や「よそ者」視

点からの地域の魅力発見等の点を活かすことがで

きれば、問題解決の一助につながると考えられる。 

 以上のことから若者と市役所、議員の対話の場

を設けることによって、若者の意見が政策に反映

されることが期待される。また大学生が参加し、

より多様な人材が対話を重ねていくことで、敷田

（2009）のいう「しがらみのない立場からの問題

解決」にもつながるものと考えられる。 

 

3. ケーススタディ：京丹後市での高大連携活動 

3.1 京丹後市の概要 

京丹後市は京都府北部に位置しており、人口は

2025 年 9 月時点で約 46,392 人である。京丹後市

ではバス事業者の運転手不足などを背景に複数の

バス路線が廃止されている。こうした中で、従来

の鉄道・路線バスのみではカバーしきれない地域

を補完する交通手段として、AIオンデマンド交通

mobi（モビ）の導入が進められている。 

mobiは「呼べば来る」「エリア定額乗り放題」と

いった特徴を持ち、アプリあるいは電話予約で配

車可能な仕組みで、公共交通空白地対策や交通の

利便性確保を目指す試みである。一方で、私たち

が高校生と活動を行う中で、後述のようにこうし

た新たなモビリティ（移動手段）にも通学等にあ

たっては課題を抱えていることもわかっている。 

 

3.2 京丹後市における高校生の移動手段の現状 

 京丹後市（2024）によれば、現状の高校生の主
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な公共交通として、路線バス、鉄道などがある。

2024 年度に実施した丹後緑風高校網野学舎の生

徒を対象に実施したアンケート調査結果では「上

限 200円バス」が 30％を占めているが、大幅な減

便・廃線が実施される前の時期であることから、

現在ではバスと回答した生徒が交通弱者となって

いる可能性が推測される。 

 

3.3. 乗車体験会とワークショップ実施 

私たちは 2024 年度から継続して、丹後緑風高校

網野学舎と連携した mobi の利用促進に取り組ん

でおり、今年度は 2025 年 8月に mobiの乗車体験

会とワークショップを実施した。乗車体験会では

mobiを利用したことのない生徒とともに行い、予

約は高校生自身にしてもらう、目的地は普段の娯

楽等で訪れる場所にするなどの工夫を行った。 

 

 
図1 mobi 体験会後のワークショップの様子 

 

 高校へ帰着後、通学に mobiを利用している生徒

を加え、図 1 のようにワークショップを行った。

乗車体験会を経て初めて mobi を利用した生徒は

「予約が簡単」「乗りたいときに乗れる」など好意

的な意見が聞かれた。一方、日常的に通学で利用

している生徒からは mobiが「時間通りに来ないた

め始業時間に間に合わない」や「土日祝の利用が

できない」など、改善すべき点があげられた。 

 また京丹後市の交通担当課や地元の市議会議員

とも意見交換をする機会があったが、バス路線廃

止後の高校生たちの移動の実情を初めて知る様子

がうかがえた。 

 以上のように、京丹後市における現状や乗車体

験会とワークショップの実施によって京丹後市の

交通課題の改善施策として導入を始めた AI オン

デマンド交通の mobi に課題が生じていることが

分かった。 

 

3.4. オンラインインタビューによる補足調査 

 ワークショップをふまえて、2025 年 10 月に高

校生の通学・移動手段に関わるオンラインインタ

ビューによる補足調査を行った。ここでも、「意見

を言える機会がそもそもない」「政策に反映されな

い」などの意見が得られた。こうしたことから、

高校生たちの声を行政に届けることで、双方の理

解や信頼を築き上げていき、それが交通課題を解

決していく道筋の一つになると考えた。 

 

4. 「若者交通会議」の提案 

 これまでの取り組みを通じて、私たちは「若者

交通会議」を提案する。若者交通会議とは、高校

生、市役所、市議会議員のほか、私たちのような

地域外の大学生を加えて、交通をテーマに対話や

課題解決に向けた提案をする場である。 

 現状、公共交通について議論する場としては「地

域公共交通会議」があげられるものの、一般的に

はその委員に高校生等が含まれることはなく、若

者の意見が反映されにくい仕組みとなっている。

一方で、バスの減便や廃止等が続く中で、高校生

の移動手段が制限されているにもかかわらず、そ

の声が届きにくい現状にある。 

 私たちの提案する若者交通会議では、このよう

に声の届きにくい現状を変えるとともに、市役所

職員や市議会議員に直接「若者の移動」に関わる

声を届けることができ、政策と実態の乖離を最小

化していくことを目指すものである。 

 この会議は具体的に、私たち大学生が企画立案

を担い、一般的な会議形式というよりは、今回実

施したような体験会とワークショップのほか、「ロ

ゲイニング」などのイベント形式で参加者間の交

流を図ることも想定している。 

 私たちはこれまでも、先の乗車体験会とワーク

ショップのほかにも以下のような活動を実施して

きた。たとえば 2024 年 10月の「丹後万博」での

mobi の利用促進ブースを丹後緑風高校網野学舎

と共同で出展し、京丹後市内の高校生への mobiの

周知、2025 年 2月には活動の成果報告会で高校生

にも来てもらい、市役所職員にも生徒の声を聞い

てもらうなど、今回提案する若者交通会議の基礎

となる活動は行ってきている。 

 なお、先の補足調査でも、高校生たちに若者交

通会議の提案をしたところ、「課題の改善につなが

るならば参加してみたい」という旨の回答があっ

た。また担当教諭の方からも、可能であれば近隣

高校にも呼びかけるなどして、ぜひやってみたい

という協力的な意見も得られている。 
 

参考文献 
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京菓子の伝統継承と認知度向上の取り組み 
‐体験型ワークショップの実践‐ 
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1. はじめに 

1.1 研究目的 

本研究は、京菓子という伝統文化の継承と認知

度向上のための取り組みを主な目的としている。

そのために、京都の伝統産業である京菓子の文化

的価値を再評価し、その魅力を効果的に伝える方

策を提言する。 

私たちは主な研究対象を小学生とし、彼らの京

菓子に対する興味や関心を高めるアプローチを検

討した。子どもの食習慣は親の影響を強く受ける

傾向があるため、京菓子への関心を通じて子ども

の意識を変えるとともに、保護者の意識や家庭で

の食文化にも影響を与えることを目指し、ワーク

ショップ（以下 WS）を開催する。WSには小学生と

その家族の参加を想定している。 

現代では食生活の洋食化が進んでいることから

和菓子に触れる機会が減少しており、これが和菓

子への関心の低下に繋がっていると懸念されてい

る（村上 2021）。 

このような現状を踏まえ、「かわいい」「映える」

といった現代の視覚文化・SNS 文化に親和性の高

い要素を切り口に、子どもたちが京菓子への心理

的距離を縮めるアプローチを試みる。具体的には、

株式会社 UCHUの協力を得て、干菓子を活用した体

験型 WSを企画・実施することで、地域住民や子ど

もたちに創作や装飾を通じ京菓子に触れる機会を

提供する。 

これにより、子どもたちの京菓子への関心と認

知度を高めるとともに、京菓子に触れる機会を創

出することで家庭や地域における文化の伝承につ

なげることを目指す。 

 

1.2 先行研究 

京菓子についての先行研究を調べていると、京

菓子には本質的な価値と、現代的なニーズの二側

面に対する指摘が多いことに気付いた。入澤裕介・

長沢伸也（2012）は「京菓子の芸術性が作り手の

感性や表現が反映される「手づくり」の魅力（心

の魅力）にある」と論じていることから、この点

に京菓子の本質的な価値があると捉えた。 

一方、森崎美穂子（2020）は、若年層の和菓子

購入の最大の動機が、ソーシャルメディア上で発

信・評価される「きれい、おいしい」といったメ

ッセージにあることを指摘している。 

これらの先行研究より、京菓子が持つ「本質的

な芸術性」と、現代が求める「視覚的な魅力」の

両方を活用することが、伝統文化継承の鍵となる

ことが分かった。そこで私たちは、京菓子の「フ

ォトジェニック」「SNSで話題になる」といった現

代的な魅力を SNS等で発信し、干菓子の芸術性を

活用した体験型 WS の実践を通して、私たちの提

言の有効性を研究していく。 

 

2. 対象 

2.1 京都市と伝統文化について 

京都市は千年以上にわたり、京菓子などの伝統

産業を含む多様な伝統文化を積み重ねてきた地域

であり、これらの文化は地域社会に深く根付いて

きた。しかし、近年、伝統文化の消費構造が観光

客中心へと大きく偏り、地域住民が日常生活の中

で文化に触れる機会が減少していることが、地域

社会における文化継承の希薄化という深刻な課題

を引き起こしている（森崎 2020）。 

この状況は、住民の間で「伝統文化についての

知識はあっても、それを実際に体験として知らな

い」という、認識と体験のギャップを生み出して

いる。すなわち、生活者としての伝統文化への関

わりが限定的になっているのである。 

したがって、京都市が伝統文化を守り伝えてい

くためには、地域住民が主体的に、かつ日常の生

活者として伝統文化に関わる機会を創出すること

が喫緊の課題となっている。 

この課題に対し、京菓子を題材として子どもを

中心とした地域住民を対象とする今回の活動は、

市民が身近な京菓子を通して伝統に触れる機会を

創出し、希薄化しつつある伝統文化の継承に向け
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た有効なアプローチとして位置づけられる。 

 

2.2 京菓子について 

京菓子は、茶道文化と結びつき、四季や風物詩

を映し出す「食べられる芸術」として発展し、色

彩・形・菓銘を通じて日本特有の美意識を体現す

る「季節感を具現化した芸術表現」として高く評

価されている（林 1983）。また、京菓子は、視覚・

触覚・味覚などを通じた総合的な体験が可能な文

化資源である（同）。 

本研究では、この京菓子の魅力を現代の視点か

ら再構築している企業に着目し、株式会社 UCHUの

協力を得た。同社の干菓子の創造性が高く、子ど

もの感性や現代の SNS文化（「かわいい」「映える」）

と親和性が高いためである。 

 

3. 調査方法 

私たちは、株式会社 UCHUの大山様へのインタビ

ュー調査(2025年 8月 24日)を行った。 

 

4. 調査結果 

4.1 株式会社 UCHUについて 

株式会社 UCHUは「人をわくわくさせたり、しあ

わせにする和菓子」を目指す企業で 2010年に開業

され、2014年に法人化された。代表の木本勝也氏

は元々デザイナーとして活躍していた。京都府で

の事業進出の際、若者の陰になってしまっている

和菓子に焦点を当てて商品開発を始めた。落雁を

主力商品としている。しかし、和菓子のデザイン

や落雁作りの木型など、新規参入ならではの苦労

があったという。 

 

4.2 商品について 

様々なピースを組み合わせて、絵を描くように

デザインできる落雁「drawing」は自分で和菓子を

デザインでき、単に食べるだけではなく「見て感

じるお菓子」として顧客に人気がある。 

また、季節限定の商品を開発し、秋には、「りす

とどんぐり」を販売した。どんぐりを口に頬張る

りすの愛くるしさが好評である。さらに洋菓子で

人気の高いグミに焦点を当て、もち米とこんにゃ

くを使った新食感の和グミを開発した。 

 

4.3 顧客層について 

来店する顧客は地元の主婦層もいらっしゃるが、

半数以上は観光客である。「らくがんつくりワーク

ショップ」を開催し、京都市の小学校や外国人観

光客の参加する様子が見受けられる。 

 

5. 政策提言とその実践 

5.1 WSの詳細 

私たちは 11月 1日に紫野小学校で行われる「紫

野フェスティバル 2025 ザ秋祭り」に参加する。

本イベントは、例年約 350名の来場者を記録し、

京都市北区の地域で行われている行事である。 

私たちは株式会社 UCHU の協力を得て京菓子の

WS を行う。具体的には、株式会社 UCHU から購入

した商品を使い、紙皿と懐紙の上にそれぞれ好き

な和菓子を乗せて写真を撮るという体験型 WS を

実施する。 

また、写真撮影以外に株式会社 UCHUで取り扱っ

ている商品のうち、季節限定で販売されている商

品を含む数種類のパネル展示や試食も行う。 

 

5.2 WSの実践 

この体験型 WSで創作活動を実践することで、京

菓子が持つ伝統的な「季節感を具現化した芸術表

現」としての価値を、参加者（特に小学生とその

家族）に直接的に体感していただく。 

具体的には、デザイン性の高い干菓子を活用す

ることで、「伝統継承」の側面（素材、季節のテー

マ）と、「認知度向上」の側面（「かわいい」「映え

る」要素による SNS等での発信の促進）を同時に

満たすことができる。これにより、WSは、子ども

たちへの伝統文化の導入となり、家庭や地域社会

における京菓子の話題創出に貢献する。 

本研究における WSは一過性の実践に留まるが、

その成果とノウハウは、京菓子の伝統文化の持続

的な継承を目指す上で重要な基盤となる。今後は、

本 WS をモデルケースとして、今回の成果の情報

発信を通して、地域の子ども向け施設、学校、そ

の他の文化施設など、様々な場所で継続的に実施

できる普及モデルを確立する。これにより、単発

の活動で終わらせることなく、京菓子の魅力をよ

り広範な層に届け、文化として根付かせることを

目指す。 

なお、当 WSは開催前であるため、実施結果につ

いては大会当日に報告する。 
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安心安全に関する啓発チラシのあり方 
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1. はじめに 
長年、防犯や交通安全に関する情報を市民に広

く伝える手段として、啓発チラシは活用されてき

た。警察などの関係機関は、犯罪被害や交通事故

の抑止に向けて、さまざまな場面でチラシの配布

を行っている。しかし、その効果や課題について

は、配布の現場で蓄積された経験に頼ることが多

く、チラシの内容に対する市民の受け取り方や反

応については、現状では十分な把握がなされてい

るとは言いがたい。本研究では、京都府警察本部

および右京警察署へのヒアリングを通じて、啓発

チラシの制作上の課題を明らかにするとともに、

チラシの内容が受け手にどのように受け取られて

いるかを分析する。また、市民を対象としたアン

ケート調査を実施し、チラシの内容が受け手にど

のように影響するかを明らかにしていきたい。 

 

2. ヒアリング調査 
啓発チラシの課題を把握するため、私たちは事

前に警察署等に設置してあるチラシ及びオンライ

ン上にあるチラシを約 100枚収集し、啓発内容に

基づいて分類を行った。その結果、交通安全およ

び特殊詐欺に関するチラシが多数を占めているこ

とが判明した。これらを踏まえ、京都府警察本部

の特殊詐欺対策室及び交通戦略室、また右京警察

署交通課に対してヒアリングを実施した。 

2.1 特殊詐欺対策に関するチラシについて 

啓発チラシの制作には相応の時間的負担が伴う

ものの、担当者は他業務と並行して取り組む必要

があり、十分な制作体制を確保することが難しい。

制作期間は概ね 1週間程度であり、限られた時間

の中で内容の検討やデザイン作業を行っている。

こうした中、作業手順や構成に関する明確な指針

が存在しないため、効率的な制作が難しく、担当

者の負担となっている側面がある。 

2.2 交通安全に関するチラシについて 

制作に際しては、統一されたデザインマニュア

ルが存在せず、警察官が主にパワーポイントを用

いて制作している。伝達すべき情報が多岐にわた

るため、文量が過剰になりがちであり、情報の取

捨選択に関する判断が難航している。また、どの

ようなチラシが受け手にとって効果的であるかが

不明確であるため、情報が十分に伝達されていな

いのではないかという懸念も示された。 

また、右京警察署の方によれば、啓発チラシの

制作にあたっては、受け手にとって「捨てられず、

読まれる」媒体となることを目指しているが、実

際には配布後すぐに廃棄されるケースも多く情報

が十分に伝達されていない可能性を指摘していた。 

 

3. 防護動機理論を用いた啓発チラシ分析 

3.1 理論の選定 

ヒアリングの結果、明らかになった課題の多く

はチラシの制作や伝え方に関するものであった。

そこで次に、現在配布されている啓発チラシを分

析し、その内容を検討することが重要であると考

えた。分析手法の検討にあたっては、「人は利益の

獲得よりも損失の回避を重視する」という損失回

避の心理を扱う行動経済学におけるプロスペクト

理論や、「関心の喚起から行動に至るまでの意思決

定プロセス」を説明するマーケティング理論を参

照しようとした。しかし、これらはいずれも報酬

や選好に基づく行動決定モデルであり、啓発チラ

シのように直接的な報酬のない予防的行動を十分

に説明できない場合がある。そこで着目したのが

防 護 動 機 理 論 (Protection Motivation 

Theory:PMT)である。これは、脅威に対する理解と、

対処行動の認知という二つの側面から、人々が防

護的行動をとる心理的過程を体系的に説明する理

論である。防犯を目的とした啓発チラシを分析す

る際には、PMT が理論的妥当性の高い枠組みでは

ないかと考えた。PMT は脅威評価として①脅威の

深刻性、②脅威の脆弱性、対処評価として③対処

行動の有効性、④自己効力感の 4要素で構成され
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る。①は、対象者がその脅威によってどれほど重

大な被害を受ける可能性があると認識するかを指

す。②は、個人がその脅威に対してどれほど自分

が影響を受けやすいと感じるかを指す。③は提示

された防止策が脅威に対してどれほど効果的であ

ると認識されるかを示す。④は個人が提示された

対処行動を自分自身で実行できるという自信を持

っているかどうかを示す。なお、③④は、本来独

立した要素であるが、実際の啓発チラシでは両者

が形式的に同一の表現で示されている場合が多い。

そのため、本研究では両者を統合し、「対処評価」

として一括して分析を行った。 

3.2 特殊詐欺チラシ分析 

本研究では、京都府警察および警視庁が発行し

た計 27 枚のチラシを警察から提供いただき、分

析を行った。分析では、防護動機理論の各要素を

特殊詐欺に当てはめて検討した。①は「被害額 1

億円」「懲役 5年」など詐欺被害の重大性から判断

し、②は「自分も被害に遭う可能性」を示す表現

の有無から評価した。③④では、「家族や警察への

相談」「国際電話の停止」が被害防止に有効である

と示されているかを基準とした。その結果、被害

額や対策を具体的に示して脅威と対処の両要素が

強いチラシ（A）と、手口のみを記載したチラシ（B）

の 2種類に区分した。 

3.3 交通チラシ分析 

交通分野では、計 19枚のチラシを、特殊詐欺と

同様に 3つの要素で分析を行った。①は「ながら

スマホによる罰金 30万円」「懲役 1年以下」など

事故に伴う罰則の提示から判断し、②は、「着用し

ないと、こんなに危険」などの違反や事故の可能

性を示す内容から評価した。③④では、「スマホを

見るなら一旦停止」「スピードを出しすぎない」と

いった安全運転を促す表現の有無で判断した。そ

の結果、罰金や懲役を示す脅威評価の記載は多か

ったが、対処行動を促す記述が少なかったため、

アンケート調査では新しく自作した脅威と対処の

両要素を含むチラシ(A)と、対処法のより弱い内容

を記載したチラシ(B)の２種類に区分した。                  

 

4. アンケート検証 

4.1 アンケート方法  

 アンケートは、2025年 10月 14日～17日に 10

代から 60代までの市民を対象として、路上及び

オンラインにて、アンケート調査を実施し、96

名の回答を得た。本調査は、PMTに基づいて分類

されたチラシが、市民の防犯行動に対する意識変

容を促すかを検討することを目的としたものであ

る。アンケートでは、特殊詐欺と交通安全のそれ

ぞれ 2種類の啓発チラシとして、脅威評価および

対処評価が高いと想定されるチラシ(A)、両評価

が低いと想定されるチラシ(B)を提示し、「どちら

のチラシを見たときにより『対策をしよう』と感

じるか」などを回答させた。  続いて、選択した

チラシに対して、PMTの主要要素である「脅威の

深刻性」「脅威の脆弱性」「対処評価」に関する設

問を設定し、各項目について 5段階評価（1＝そ

う思わない〜5＝そう思う）で回答を得た。 

4.2 調査結果 

 特殊詐欺・交通安全の両分野において、いずれ

も(A)のチラシが高く評価された。また、各要素

別では、「脅威の深刻性」および「対処評価」が

それぞれ 4.65、4.63と高い一方、「脅威の脆弱

性」は 2.20と低い結果となった。このことか

ら、人々は被害の深刻さや対処行動の有効性を理

解しつつも、「自分は被害に遭わない」という楽

観的認知傾向を有している可能性が示唆された。 

  

5. 政策提案 

 以上の現状分析を踏まえ、生成 AI等を使って

PMTの枠組みに当てはまる文言の構想の提起を受

ける「警察広報×PMT 活用プラン」を提案する。

これは、生成 AIに伝える情報のテンプレートと

して脅威と対処が含まれるチラシを作るためのア

シストをしてもらう提案である。方法として、ま

ず生成 AIに「作りたいチラシの啓発内容×防護

動機理論」を入力することで、理論的枠組みに沿

った啓発内容などを自動生成できる。これらを通

じて、限られた人的資源の中でも、効果的な啓発

チラシの制作が可能となる。また、裏面の上部に

PMTに基づいたキャッチコピーや行動提案を配置

し、下部に実用的なカレンダーを内蔵すること

で、継続的に活用され「捨てられず、読まれる」

啓発チラシの制作が可能となる。これにより交通

安全や特殊詐欺以外の犯罪類型においても、PMT

の枠組みを応用することで、受け手の意識変容を

促す広報戦略の高度化が期待される。 
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はじめに 

 近年、共働き世帯の増加やコロナ禍の影響によ

り、PTA の組織運営に関する課題が注目されてい

る。本論文では、小学校 PTA の任意加入を中心と

した改革の動向について現状を把握し考察する。 

 

全国の動向 

1-1.PTAの定義  

日本PTA全国協議会（日P）では、PTA（Parent-

Teacher Association）を「社会教育団体」かつ

「成人教育の場」であるとされている。子どもの

健全な成長には保護者自身の学びや成長が重要で

あるとし、研修や学習など多様な活動を展開して

いる。また、PTAへの加入は任意である。 

 

1-2.任意加入が広まったきっかけ  

PTA が「任意加入」であることが広く認識され

るようになった事例として、2014年に熊本市立小

学校の保護者が PTA に対して起こした裁判が挙げ

られる。この裁判は PTA による強制加入や会費徴

収に対し、保護者が会費返還を求めて起こしたも

のである。その後 2017年に和解が成立し、双方が

合意した和解条項の一つには、「PTAは任意団体で

あることを認識し、十分に周知すること」が挙げ

られた。こうして PTAの任意団体としての性質や、

その周知の重要性が再認識されるようになった。 

 さらに PTAの任意加入が周知された事例として、

2023年に東京都 PTA協議会（都 P）が日 Pから脱

退したことが挙げられる。都 Pは脱退後、会員・

非会員の区別や会費を廃止し、運営の簡素化に努

めた。この影響を受け、日 P は組織改革を進める

こととなった。 

 日 Pによると、加盟団体は 2020年度の 64団体・

772 万人から 2024 年度には 61 団体・699 万人に

減少しており、全国的に PTA 加入者数は減少傾向

にある。 

 

 

2.京都の動向 

2-1. 京都市 PTA連絡協議会の基本情報 

京都市 PTA連絡協議会は、幼稚園・小・中・

高・総合支援学校の 5つの PTA連絡協議会で構成

される組織である。近年の社会変化に対応し、多

様性や柔軟性を重視しつつ、保護者が子どもの教

育環境向上に取り組むことを支援している。 

 

2-2.京都市 PTAの現状 

 京都市では、2011年発行の「京都市 PTAハン

ドブック」第 3刷改版で、PTAが「任意の組織」

であることを明記するとともに、「保護者と学校

が『子どもたちの健やかな育ち』にとっての最善

を常に考え、行動する任意の組織」・「PTAは

『学校の最善の応援団』であり、良きパートナ

ー」と表記されている。京都市は全国で PTAの任

意加入が議論される以前から、保護者の自主性を

尊重し、透明性の高い運営を推進してきた。 

 また、2016年に京都市小学校 PTA連絡協議会

理事会は PTA加入の任意性について具体的な指針

を示した。さらに、団体への加入には意思表示が

必要であること、加入を強制することや退会を認

めない規約は無効であることを確認した。このよ

うに、京都市は早期から任意加入の問題に組織的

に取り組んでおり、PTA改革において先進的であ

るといえるだろう。京都市内のいくつかの小学校

PTAへのヒアリング調査では、PTAを解散し地域

と連携した新たな組織を立ち上げた事例や、役員

のなり手がいなかったため、会長職のみを設け、

次年度に向けて活動の在り方を一から見直す方針

を立てた事例などが把握できた。 

 

3.課題  

 PTA が「任意団体」であるということが再認識

されたことで、PTAの加入率は減少傾向にある。 
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加入率が低下することによって、PTA が機能し

なくなり、学校側の負担が大きくなってしまうこ

とが考えられる。こうした状況を踏まえ、「任意団

体」と再認識されるようになった PTAの組織運営

の在り方を考え、誰もが参加したいと思える団体

にしていく必要があると考える。 

 

4.既存研究・改革事例 

 村山孝道（2020）は、PTA必要論・不要論の実態

をアンケート分析より明らかにしている。また、

村山孝道（2024）は、PTA会長へインタビューを行

い、学校規模や風土・歴史、校長の考えや会長の

力量などの要因が、改革の仕方に差を生むと述べ

る。 

 加入率の低下という課題に対して、独自の取り

組みを行っている小学校の事例を二つ紹介する。 

 一つ目は、滋賀県大津市立志賀小学校の事例で

ある。志賀小学校 PTAでは、役員等の立候補者数

が減少し、組織運営が困難になっていたが、大津

市教育委員会から「PTA 運営の手引き」が出され

たことを契機に改革が進められた。2020 年には

PTA 会員の負担軽減と地域との連携強化を目的に

PTAは解散され、新たに「はなぞの会」が設立され

た。これにより、一部の会員は会費なしでサポー

ターとして活動できる体制が確立され、役員等の

負担軽減にもつながっている。 

 二つ目は、大阪府高槻市立赤大路小学校の事例

である。赤大路小学校 PTAでは、2023年度から会

長を務める岩崎氏が、活動や予算の透明性に疑問

を感じたことを契機に、同年度から改革が進めら

れた。この改革は「任意加入の徹底」・「活動目的

の明確化と活動のスリム化」・「活動内容の透明化・

IT活用」の三本柱を基本としており、立候補者に

よるイベント等の企画・運営や、PTA 加入の是非

を問わずボランティアを募集する体制が確立され

た。これにより、PTA会員の負担軽減と、保護者の

主体的な活動参加が促進され、活動選択の自由度

も向上した。 
 

5.政策提言 

 先進事例を踏まえて、今後の PTA のあり方は、

地域や保護者の実情に応じた柔軟な組織へと転換

していくべきである。PTA 改革には主に三つのア

プローチが考えられる。 

一つ目は、地域と連携し子どもを支える組織へ

の再編である。PTA を解散し、別組織として地域

団体や教職員、卒業生保護者も参加できる体制へ

転換し、会費削減とサポーター制度の導入により

保護者の負担を軽減できる。これにより、多様な

世代が参加する「地域全体で育てる」仕組みが構

築され、一人あたりの負担が分散される。 

 二つ目は、既存の PTA 組織を残しつつ、意欲あ

る保護者が主体的に参加できる組織への変革であ

る。自動加入と役職の強制を廃止し、活動目的を

明確化する。さらに、立候補制の導入と IT活用に

より情報の透明性を高め、柔軟に参加できる環境

を整備する。これにより、意欲のある保護者が力

を発揮できるため、活動の質が向上し、不公平感

や精神的負担が軽減されることが期待される。 

 三つ目は上記に加えて、外部委託による業務の

効率化である。施設の維持管理や行事運営の補助、

特に負担の大きい業務を専門業者や地域人材に有

償委託し、会費や既存事業の見直しなどで財源を

確保する。これにより、必要な活動を維持しつつ、

保護者の時間的・精神的負担を大幅に削減できる

ことが見込まれる。 

 これら三つのアプローチは、地域の特性や保護

者のニーズ、学校の実情に応じて単独または組み

合わせて導入できる。中心となる方針は「自発性

の尊重」・「情報の透明化」である。各自治体は先

進事例を参考に、地域に応じた PTA 改革を積極的

に支援するべきである。 

 

6.おわりに 

 PTA 改革の鍵は、強制加入からの脱却と会員数

に依存しない柔軟な組織への転換にある。自発性

を重んじる運営こそが、全ての子どもの健全な成

長を支えるという PTAの本質を維持する道である。 
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